
北
摂
（
ほ
く
せ
つ
、
大
阪
北
部
）

で
は
実
行
委
員
会
を
結
成
、
リ
レ
ー

デ
モ
沿
線
自
治
体
・
議
会
に
申
入

れ
を
し
た
。
大
阪
北
部
は
関
電
・

高
浜
原
発
か
ら
も
美
浜
原
発
か
ら

も
１
０
０
キ
ロ
圏
内
に
あ
り
、
原

発
事
故
被
害
地
に
な
る
危
険
性
が

あ
る
こ
と
、
琵
琶
湖
が
放
射
能
汚

染
さ
れ
る
と
飲
用
水
な
ど
生
活
水

を
失
う
こ
と
、
原
発
事
故
時
に
は
、

滋
賀
県
高
島
市
民
の
避
難
先
に
な
っ

て
お
り
受
入
れ
態
勢
の
整
備
が
急

が
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

各
自
治
体
に
は
「
岸
田
政
権
の

原
発
推
進
政
策
と
関
西
電
力
の
老

朽
原
発
運
転
に
関
す
る
申
入
れ
書
」

を
提
出
、
原
発
全
廃
を
求
め
る
理

由
と
し
て
ト
ラ
ブ
ル
多
発
、
過
酷

事
故
の
場
合
被
曝
な
し
で
の
避
難

は
困
難
な
ど
５
つ
の
問
題
点
を
あ

げ
、
「
原
発
推
進
に
Ｎ
Ｏ
！
、
脱

原
発
の
表
明
を
」
「
高
浜
１
・
２
、

美
浜
３
の
再
稼
動
準
備
中
止
と
廃

炉
を
求
め
て
ほ
し
い
」
「
若
狭
か

ら
の
避
難
者
の
受
入
れ
計
画
の
周

知
を
」
な
ど
６
項
目
の
要
請
を
し

た
。
各
議
会
に
も
同
様
の
要
請
を

行
っ
た
。

吹
田
市
に
は
３
月
７
日
に
申
し

入
れ
、
２
１
日
ま
で
に
回
答
を
も

ら
う
予
定
だ
。
茨
木
市
に
は
３
月

１
３
日
に
議
員
６
名
、
３
市
民
団

体
で
市
長
に
直
接
手
渡
し
た
。
島

本
町
に
も
３
月
１
４
日
に
市
民
４

名
、
議
員
１
名
（
他
３
議
員
賛
同
）

で
町
長
に
直
接
手
渡
し
た
。
デ
モ

沿
線
で
は
な
い
が
、
枚
方
市
に
は

３
月
１
７
日
に
申
入
れ
た
。

高
槻
市
に
は
３
月
１
３
日
に
市

民
２
名
、
議
員
１
名
で
申
入
れ
、

危
機
管
理
室
長
と
４
０
分
意
見
交

換
し
た
。
高
槻
市
地
域
防
災
計
画

に
は
若
狭
の
原
発
事
故
の
想
定
も

な
け
れ
ば
対
策
も
な
い
。
原
発
事

故
時
、
高
島
市
か
ら
避
難
者
を
受

入
れ
る
と
は
あ
る
が
、
具
体
的
に

ど
う
す
る
か
は
い
っ
さ
い
書
か
れ

て
お
ら
ず
、
市
民
に
も
周
知
さ
れ

大
阪
地
裁
で
の
美
浜
３
号
機
運

転
禁
止
仮
処
分
が
、
昨
年
１
２
月

２
０
日
に
却
下
と
な
り
、
今
年
１

月
４
日
に
申
立
人
は
即
時
抗
告
し

ま
し
た
。

３
月
６
日
に
第
１
回
審
尋
が
あ

り
裁
判
所
と
抗
告
人
と
の
意
見
交

換
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
抗
告
人
４

人
、
代
理
人
４
人
、
が
出
席
し
関

電
側
も
、
代
理
人
６
人
、
職
員
６

人
が
傍
聴
に
来
て
い
ま
し
た
。
今

て
い
な
い
。

「
関
西
広
域

連
合
を
通
じ

て
」
と
あ
り
、

責
任
が
あ
い
ま
い
に
さ
れ
て
い
る
。

実
効
性
の
な
い
ペ
ー
パ
ー
だ
け
の

避
難
計
画
は
、
絵
に
描
い
た
餅
だ
。

関
電
・
老
朽
原
発
を
再
稼
働
さ
せ

な
い
た
め
に
、
北
摂
地
域
の
自
治

体
へ
の
申
入
れ
、
回
を
重
ね
な
け

れ
ば
と
、
痛
感
し
て
い
る
。

（
北
摂
実
行
委
、
高
槻
担
当

二
木
洋
子
）



回
の
審
尋
は
代
理
人
の
調
整
が
つ

か
ず
抗
告
側
、
関
電
側
と
別
々
に

意
見
交
換
す
る
異
例
の
も
の
で
し

た
。狭

い
部
屋
に
裁
判
体
（
裁
判
長

含
め
３
人
）
と
抗
告
側
、
関
電
側

が
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
詰
め
の
意
見
交

換
で
し
た
が
、
裁
判
長
の
穏
や
か

な
進
行
で
肩
ひ
じ
張
ら
な
い
雰
囲

気
で
し
た
。
抗
告
人
に
対
し
て
、

こ
の
裁
判
の
ポ
イ
ン
ト
と
流
れ
に

つ
い
て
意
見
を
求
め
ら
れ
、
代
理

人
か
ら
立
証
責
任
、
避
難
計
画
、

極
近
傍
地
震
問
題
に
加
え
て
３
月

６
日
付
け
朝
日
新
聞
の
「
原
発
避

難
、
テ
ロ
よ
り
怖
い
雪
」
と
い
う

記
事
も
取
り
上
げ
た
い
と
伝
え
ま

し
た
。
そ
の
後
、
裁
判
長
か
ら
抗

告
人
本
人
か
ら
意
見
が
あ
れ
ば
ど

う
ぞ
と
言
わ
れ
、
抗
告
人
３
人
が

避
難
計
画
の
不
備
、
老
朽
化
な
ど

に
つ
い
て
訴
え
ま
し
た
。
意
見
陳

述
が
違
う
形
で
実
現
で
き
ま
し
た
。

裁
判
長
か
ら
は
「
今
日
の
意
見
交

換
は
成
果
が
あ
っ
た
。
」
と
の
言

葉
も
あ
り
ま
し
た
。

３
月
１
４
日
に
は
、
裁
判
所
と

関
電
側
と
の
意
見
交
換
の
第
２
回

審
尋
が
行
わ
れ
、
関
電
側
（
代
理

人
、
職
員
併
せ
て
２
０
人
位
）
告

人
側
か
ら
も
抗
告
本
人
３
人
、
代

理
人
３
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
関

電
か
ら
ま
だ
出
さ
れ
て
い
な
い
答

弁
書
や
証
拠
書
類
の
提
出
予
定
な

ど
が
話
し
合
わ
れ
、
関
電
側
か
ら

は
主
張
内
容
に
つ
い
て
特
に
話
も

出
ず
、
抗
告
人
側
か
ら
は
意
見
書

の
提
出
予
定
に
つ
い
て
述
べ
ま
し

た
。
次
回
期
日
は
、
５
月
下
旬
の

複
数
日
が
候
補
に
挙
が
り
後
日
決

め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

報
告
集
会
、
記
者
会
見
に
は
、

５
社
ほ
ど
が
参
加
し
、
１
、
２
回

目
の
審
尋
の
報
告
が
代
理
人
、
本

人
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
裁
判
長
は

審
尋
の
形
が
法
廷
で
の
裁
判
所
が

３
月
１
４
日
、
老
朽
原
発
う
ご

見
お
ろ
す
感
じ
の
話
し
合
い
の
場

で
は
な
く
、
同
じ
目
線
で
話
を
し

た
い
意
向
を
示
し
ま
し
た
が
、
次

回
は
場
所
の
都
合
が
つ
か
ず
法
廷

に
な
る
よ
う
で
す
。
弁
護
人
か
ら

「
こ
の
裁
判
体
は
よ
く
話
を
聞
い

て
く
れ
る
と
思
っ
た
」
と
の
発
言

も
あ
り
今
後
に
期
待
を
感
じ
さ
せ

る
報
告
会
で
し
た
。

（
抗
告
人

石
地

優
）

か
す
な
！
実
行
委
員
会
は
、
大
阪

市
（
松
井
一
郎
市
長
）
に
対
し
て
、

「
岸
田
政
権
の
原
発
推
進
政
策
と

関
西
電
力
の
老
朽
原
発
運
転
に
関

す
る
申
入
れ
」
を
お
こ
な
い
ま
し

た
。参

加
し
た
の
は
大
阪
、
神
戸
の

住
民
１
３
人
で
す
。
会
場
は
大
阪

市
環
境
局
。
環
境
局
は
中
之
島
の

本
庁
に
は
な
く
、
天
王
寺
駅
近
く

の
民
間
ビ
ル
賃
貸
の
オ
フ
ィ
ス
で
、

あ
べ
の
ハ
ル
カ
ス
の
す
ぐ
近
く
。

午
後
２
時
２
０
分
か
ら
申
し
入

れ
開
始
。
対
応
し
た
の
は
大
阪
市

環
境
局
広
報
の
久
村
（
ひ
さ
む
ら
）

さ
ん
。
手
違
い
が
あ
り
、
別
室
が

用
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、

環
境
局
の
庁
舎
内
で
の
申
入
れ
と

な
り
ま
し
た
。
現
場
で
は
環
境
局

の
職
員
さ
ん
７
０
人
ほ
ど
執
務
中

で
、
申
入
れ
書
の
朗
読
を
全
職
員

が
聞
き
入
る
と
い
う
お
も
わ
ぬ
展

開
も
。

申
し
入
れ
で
は
、
リ
レ
ー
デ
モ

沿
線
各
地
で
お
こ
な
っ
て
い
る
老

朽
原
発
う
ご
か
す
な
！
実
行
委
員

会
の
申
入
れ
と
共
通
項
が
多
い
の

で
す
が
、
大
阪
市
に
た
い
し
て
は

特
に
、
関
電
株
主
総
会
で
の
株
主

提
案
の
な
か
で
「
必
要
な
稼
働
は

お
こ
な
う
よ
う
」
提
案
し
て
い
る

こ
と
を
取
り
上
げ
、
こ
の
項
は
撤

回
す
る
よ
う
申
し
入
れ
ま
し
た
。


